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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
の
範
囲
等
の

一
部
改
正
（
四
七
七
・
分
権
改
革
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
等

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
の
範
囲
等
（
平
成

十
八
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

第
二
第
二
十
六
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
第
二
十
七
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
第
二
十
八
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
等
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
等

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
中
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

四
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を
考
慮
し
て
」
を
「
当
該
職
員
の
育
児
休
業
を

し
た
期
間
を
百
分
の
百
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続

き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
」
に
改
め
る
。

（
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条

規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
二
項
中
「
あ
っ
て
は
、
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
）
第
二

条
第
二
項
」
を
「
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三

項
」
に
改
め
、
「
得
た
数
を
」
の
下
に
「
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間

勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
」
を
、
「
（
短
時
間
勤
務
職
員
」
の

下
に
「
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
加
え
る
。

（
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
三
条

規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
あ
っ
て
は
、
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
第
二
条
第

二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
得
た
数
を
」
の
下
に
「
、
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額

に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ

れ
ぞ
れ
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
第
三
号
中
「
第
四
条
第
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六

号
」
に
改
め
、
同
号
（二）
中
「
第
四
条
各
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」

に
改
め
る
。

（
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
四
条

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
中
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤

務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
加
え

る
。

（
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
五
条

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成

十
九
年
三
月
三
十
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
が
経
過
措
置
基
準
額
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を

加
え
る
。

（
規
則
七
―
九
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
六
条

規
則
七
―
九
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
六
号
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。

告
　
　
　
　
　
　
示

人

事

委

員

会

規

則

市

町

村

の

名

称

男
鹿
市
、
由
利
本
荘
市
、
潟
上

市
、
北
秋
田
市
、
仙
北
市
、
町

村

市
町
村
が
処
理
を
開
始
す
る
期
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

市

町

村

の

名

称

市
町
村
（
秋
田
市
、
横
手
市
及

び
大
館
市
を
除
く
。
）

市
町
村
が
処
理
を
開
始
す
る
期
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

市

町

村

の

名

称

市
町
村
（
秋
田
市
、
横
手
市
及

び
大
館
市
を
除
く
。
）

市
町
村
が
処
理
を
開
始
す
る
期
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

市

町

村

の

名

称

横
手
市
、
大
館
市

市
町
村
が
処
理
を
開
始
す
る
期
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
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第
四
条
の
四
第
二
項
中
「
給
料
月
額
に
乗
ず
る
」
を
「
百
分
の
二
十
五

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
と
し

て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
か
ら
当
該
期
間
に
算
出

率
（
育
児
休
業
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条

例
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
出
率
を
い
う
。
第
十
一
条
第
二
項

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を
控
除
し
て
得
た

期
間
の
二
分
の
一
の
期
間

第
六
条
の
五
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改

め
る
。

第
七
条
第
四
号
中
「
第
五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に

改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と

し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五

号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
し
て
在
職
し
た
期
間
か
ら
当
該
期
間

に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を
控
除
し
て
得
た
期
間

別
表
第
一
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
項
中
「
以
上

の
」
を
「
以
上
の
号
給
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
三
項
（
育
児
休

業
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
」
に
、
「
三
号
給
の
給
料
月
額
」
を

「
三
号
給
」
に
、
「
一
号
給
の
給
料
月
額
」
を
「
一
号
給
」
に
改
め
、
同

表
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
項
中
「
以
上
の
」
を

「
以
上
の
号
給
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

決
定
さ
れ
た
」
に
、
「
三
号
給
の
給
料
月
額
」
を
「
三
号
給
」
に
、
「
一

号
給
の
給
料
月
額
を
」
を
「
一
号
給
」
に
改
め
る
。

（
規
則
七
―
一
一
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
七
条

規
則
七
―
一
一
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
第
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
職
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
）
第
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え

る
。

（
規
則
七
―
三
五
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
八
条

規
則
七
―
三
五
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
又
は
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
」
に
改
め
る
。

（
規
則
七
―
三
六
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
九
条

規
則
七
―
三
六
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
の
三
中
「
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「
（
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
）
第
十
七
条

又
は
同
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
自
動
車
そ
の
他
の
原
動

機
付
の
交
通
用
具
及
び
自
転
車
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

（
規
則
七
―
四
二
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
十
条

規
則
七
―
四
二
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
職
員
」
の
下
に
「
又
は
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」

を
、
「
に
よ
る
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
額
」
の
下
に
「
（
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
る
。

（
規
則
七
―
四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

規
則
七
―
四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
額
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短

時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
同
条
例
第
二
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
）
」
を
加
え
る
。

（
規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。

（
規
則
七
―
五
〇
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

規
則
七
―
五
〇
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
職
員
で
」
の
下
に
「
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育

児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を

し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又

は
」
を
、
「
常
勤
の
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
」
の
下
に
「
法
第
二
十
八
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
地
方
公
務
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短

時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い

う
。
）
又
は
」
を
、
「
に
お
け
る
」
及
び
「
そ
の
月
の
」
の
下
に
「
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
」
を
加
え
る
。

（
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
第
二
項
各
号
に

定
め
る
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の
　
同

項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給

料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て

い
た
」
と
す
る
。

二
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
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に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の

同
項
（
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
中
「
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
と
現
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月
額
に
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三

号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
額
と
現
に
」
と
す
る
。

三
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日

に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の
　
同
項
中
「
受

け
て
い
た
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額

を
同
日
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

四
　
育
児
休
業
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務

職
員
　
第
二
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受

け
て
い
た
給
料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該

数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
と
す
る
。

一
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て
、
給
与
条
例
第

十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
に
お

い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の
　
第
二
項
中
「
受
け

て
い
た
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
を

同
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
に
お
け
る
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三

号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し

て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

二
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
つ
た
も
の
　
第
二
項
（
前
項
各

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
給

料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
給

料
の
月
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七

年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額

に
、
」
と
す
る
。

三
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
て
、
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
に
お
い
て
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
つ
た
も
の
　
第
二
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料

及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
を
同
項
に
規
定

す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
当

該
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

四
　
育
児
休
業
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務

職
員
　
第
二
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
受

け
て
い
た
給
料
の
月
額
を
同
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転

の
日
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び

同
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

（
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一

部
改
正
）

第
十
五
条

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
三
項
中
「
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
四

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
項
中
「
得
ら
れ
る
額
」
の
下
に
「
（
第
四
条
第
四
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
規
則
七
―
六
四
（
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
等
）
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

規
則
七
―
六
四
（
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
等
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
職
員
」
の
下
に
「
又
は
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」

を
、
「
に
よ
る
教
職
調
整
額
」
の
下
に
「
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に

改
め
る
。

（
規
則
七
―
七
五
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

規
則
七
―
七
五
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
、
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
、
「
第
二
条
第

二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
除
し
て
得
た
数
を
」
の
下
に

「
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百

十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
同
条
例
第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、

「
額
と
す
る
。
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

（
規
則
七
―
九
三
（
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
）
の
一

部
改
正
）

第
十
八
条

規
則
七
―
九
三
（
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
の
端
数
計

算
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

「
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

る
職
員
に
つ
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
五
条
の
三
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
）

第
九
条
第
二
項
の
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で

同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
　
一
般
職
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以

下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
又
は
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十

九
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項

二
　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
　
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
育
児
休
業

条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給

与
条
例
第
五
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
十
一
項
又



平成19年 9月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

４

は
育
児
休
業
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
任
期

付
職
員
条
例
第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

三
　
育
児
休
業
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務

職
員
　
育
児
休
業
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
六
項

（
規
則
七
―
一
〇
七
（
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項

ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
）
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

規
則
七
―
一
〇
七
（
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら

第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
号
（四）
中
「
法
律
第
百
十
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
育
児
休

業
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
）
第
六
条
」
を
「
）
第

八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
切
替
日
」
を
「
施
行
日
」
に
改
め

る
。第

三
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
次

条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を

し
た
職
員

第
四
条
第
一
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第

二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
得
た
額
」
の
下
に

「
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
場
合
　
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
、
次
に
定
め
る
額

（一）

育
児
短
時
間
勤
務
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
　
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の

者
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
勤
務
時
間
条
例
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
切
り
捨
て
た
額
）

（二）

（一）
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
　
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ

の
者
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額

（
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
八
時
間
（
」
の
下
に
「
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）

の
承
認
を
受
け
た
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時

間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
」
を
加
え
、
同

項
第
二
号
中
「
月
曜
日
」
を
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に

あ
っ
て
は
、
月
曜
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
日
数
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
（
一
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と

す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

四
十
九
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て

い
る
日
数
を
下
回
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
と
す
る
。

一
　
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
短
時
間

勤
務
職
員
の
う
ち
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と

の
勤
務
時
間
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
十

日
に
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
日
数

二
　
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
短
時

間
勤
務
職
員
の
う
ち
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

百
六
十
時
間
に
条
例
第
二
条
第
二
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
四
十
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
一
日
当
た
り
の
平
均
勤
務
時

間
数
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
条
例
第
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
を
、
短
時

間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
数
を
そ
れ
ぞ

れ
当
該
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
条
例
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た

時
間
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
得

た
日
数
と
す
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
」
を

「
年
次
有
給
休
暇
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、

「
で
あ
る
」
を
「
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
休
業
法
第
十
八

条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
第
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
日
数
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
（
そ
の

日
数
が
基
本
日
数
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
本
日
数
）
と
す

る
。

一
　
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、

次
に
掲
げ
る
日
数

（一）

当
該
年
の
初
日
に
職
員
と
な
っ
た
場
合
　
二
十
日
に
当
該
年
の

前
年
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
又
は
年
次
休
暇
の
残
日
数
（
当
該

残
日
数
が
二
十
日
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
日
）
を
加

え
て
得
た
日
数

（二）

当
該
年
の
初
日
後
に
職
員
と
な
っ
た
場
合
　
（一）
の
日
数
か
ら
職

員
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
使
用
し
た
年
次
有
給
休
暇
又

は
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数

二
　
再
任
用
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
　
そ
の
者
の
勤
務
時

間
等
を
考
慮
し
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
日
数

第
七
条
の
三
第
五
項
中
「
年
次
有
給
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
」
を
「
年

次
有
給
休
暇
」
に
、
「
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
」
を
「
年
次
休
暇
の
日

数
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条
の
四

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
一
週
間
ご
と
の
勤

務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
「
勤
務

形
態
」
と
い
う
。
）
が
変
更
さ
れ
る
と
き
の
当
該
変
更
の
日
以
後
に
お

け
る
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
年
の
初
日
に
当
該
変
更
の
日

の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
日
数
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年

の
前
年
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
加
え
て
得
た
日
数
と

し
、
当
該
年
の
初
日
後
に
当
該
変
更
後
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に

お
い
て
、
同
日
以
前
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
と
き
に
あ

っ
て
は
当
該
日
数
か
ら
当
該
年
に
お
い
て
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で

に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数

（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日

数
）
（
当
該
日
数
が
既
に
付
与
さ
れ
た
日
数
を
下
回
る
場
合
は
既
に
付

与
さ
れ
た
日
数
）
と
し
、
当
該
年
の
初
日
後
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形

態
を
始
め
た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
勤
務
形
態
を
始
め
た
日
に
お
い
て

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
日
数
か
ら
同
日
以
後
当
該
変
更
の
日

の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て

得
た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し

て
得
た
日
数
）
（
当
該
日
数
が
既
に
付
与
さ
れ
た
日
数
を
下
回
る
場
合

は
既
に
付
与
さ
れ
た
日
数
）
と
す
る
。

一
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
が
一

週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間

数
が
同
一
で
あ
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め
る
場
合
、
斉
一
型
育

児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
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す
る
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合
又
は
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
が
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
斉
一
型
短
時
間
勤
務

（
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
一
週

間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数

が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
終
え
る

場
合
　
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を

当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
で
除

し
て
得
た
率

二
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
が
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
以
外
の
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め
る
場

合
、
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
引
き
続
い
て

勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合

又
は
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く

は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
斉
一

型
短
時
間
勤
務
以
外
の
も
の
を
終
え
る
場
合
　
勤
務
形
態
の
変
更
後

に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤
務
形
態

の
変
更
前
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し

て
得
た
率

三
　
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
引
き
続
い
て
不
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合
　
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お

け
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変

更
前
に
お
け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
八
時
間
と
み

な
し
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得

た
率

四
　
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
引
き
続
い
て
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合
　
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お

け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
八
時
間
と
み
な
し
た
場

合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変

更
前
に
お
け
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得

た
率

第
九
条
第
二
項
中
「
第
七
条
に
規
定
す
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日

数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
職
員
」
を

「
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

３

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
年
次
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
　
八
時
間

二
　
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

勤
務
の
形
態
の
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
　
次
に
掲
げ
る
規
定
に
掲
げ

る
勤
務
の
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
時
間
数

（一）

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
　
四
時
間

（二）

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
　
五
時
間

（三）

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
　
八
時
間

三
　
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
斉
一
型

短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間

数
（
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時

間
）

四
　
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
不

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）

一
日
当
た
り
の
平
均
勤
務

時
間
数
（
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
時
間
）

第
十
二
条
の
表
配
偶
者
出
産
休
暇
の
項
及
び
配
偶
者
の
出
産
に
係
る
子

の
養
育
休
暇
の
項
中
「
（
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
考
慮
し
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
時
間
）
」
を
削
り
、
同
表
夏

季
休
暇
の
項
中
「
五
日
（
」
の
下
に
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
」
を

加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

配
偶
者
出
産
休
暇
、
配
偶
者
の
出
産
に
係
る
子
の
養
育
休
暇
及
び
子

の
看
護
等
休
暇
（
以
下
「
配
偶
者
出
産
休
暇
等
」
と
い
う
。
）
の
単
位

は
一
日
又
は
一
時
間
と
す
る
。

３

一
日
を
単
位
と
す
る
配
偶
者
出
産
休
暇
等
は
、
一
回
の
勤
務
に
割
り

振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
す
べ
て
を
勤
務
し
な
い
と
き
に
使
用
す
る
も
の

と
す
る
。

４

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
配
偶
者
出
産
休
暇
等
を
日
に
換
算

す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
　
八
時
間

二
　
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
　
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数

（
八
時
間
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
時
間
と
し
、
一
時
間
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）

三
　
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
　
八
時
間

（
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
六
条
第
八
号
中
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
八
条

第
一
項
」
を
加
え
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
八
―
六
（
以
下
「
改
正
後
の

規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
表
配
偶
者
出
産
休
暇
の
項
の
人

事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
（
当
該
期
間
の
初
日
を
除
く
。
）
又
は
同
表
配

偶
者
の
出
産
に
係
る
子
の
養
育
休
暇
の
項
に
規
定
す
る
職
員
の
妻
が
出
産

す
る
予
定
の
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週

間
）
前
の
日
か
ら
出
産
の
日
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
当

該
期
間
の
初
日
を
除
く
。
）
に
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
が
あ
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
同
日
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
期
間
に
使
用
し
た
第
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
八
―
六
第
十
二
条
の
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
配

偶
者
の
出
産
に
係
る
子
の
養
育
休
暇
並
び
に
同
日
前
に
使
用
し
た
子
の
看

護
等
休
暇
を
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
配
偶
者
出
産

休
暇
及
び
配
偶
者
の
出
産
に
係
る
子
の
養
育
休
暇
並
び
に
子
の
看
護
等
休

暇
と
み
な
し
て
改
正
後
の
規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を

適
用
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
砂
子
沢
ダ
ム
建
設
事

務
所
」
を
「
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
又
は
砂
子
沢
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
に

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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